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教育指導課 

 

請 願 ・ 陳 情 事 項 一 覧  

 

１  教 科 書 展 示 に 関 す る こ と  

 

1 - 1 「 教 科 書 展 示 会 の 開 催 に つ い て 更 な る 周 知 を は か る こ  

と 」  

1 - 2 「 教 科 書 展 示 会 の 開 催 時 間 を 延 長 す る こ と 」  

1 - 3 「 教 科 書 展 示 会 で 見 本 本 の 撮 影 を 可 と す る こ と 」  

1 - 4 「 展 示 し た 教 科 書 の 内 容 を イ ン タ ー ネ ッ ト に 行 政 責 任 の  

も と 公 表 す る こ と 」  

1 - 5 「 展 示 会 で の ア ン ケ ー ト を 採 用 の 基 準 に し て ほ し い 」  

1 - 6  「 よ り 多 く の 公 的 機 関 や 商 業 施 設 で の 開 催 を し て ほ し い 」 

1 - 7 「 法 定 展 示 以 外 に も 独 自 の 展 示 会 を 開 催 し 、 保 護 者 ・ 住  

民 等 の 意 見 を 広 く 募 集 す る こ と 」  

1 - 8 「 教 科 書 展 示 会 を 各 学 校 で 行 っ て ほ し い 」  

 

 

２  調 査 段 階（ 調 査 委 員 ／ 資 料 の 内 容 ）や 選 定（ 事 前 推 薦 ）、  

採 択 権 者 に 関 す る も の  

 

2 - 1 「 あ ら ゆ る 過 程 に お い て 公 開 性 を 徹 底 す る こ と 」  

2 - 2 「 実 際 に 教 科 書 を 使 用 す る 教 員 の 意 見 を 最 大 限 尊 重 す る  

こ と 」  

2 - 3 「 調 査 研 究 委 員 会 等 に 現 場 の 教 員 を 配 置 し 、 そ の 意 向 を  

報 告 書 に 反 映 す る こ と 」  

2 - 4 「 教 育 長 ・ 教 育 委 員 が 詳 細 に 把 握 出 来 る よ う 、 資 料 の 作  

成 方 法 を 改 善 す る こ と 」  

2 - 5 「 作 成 す る 資 料 は 、 （ 他 自 治 体 の 事 例 を 研 究 し て ） 採 択  

権 者 が 数 値 デ ー タ で 判 断 （ 数 値 化 ） で き る よ う に 一 層 充  

実 す る こ と 」  

2 - 6 「 採 択 前 の 調 査 研 究 段 階 で 、 特 定 の 教 科 書 に つ い て 推 薦  

な ど を し な い こ と 」  

2 - 7 「 採 択 は 、 教 育 委 員 の 説 明 責 任 を 明 確 に す る 方 法 で 行 う  

こ と 」  
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教育指導課 

 

３ 特 定 の 教 科 書 発 行 者 に 関 す る も の  

 

3 - 1 「 令 和 書 籍 、 自 由 社 、 育 鵬 社 を 採 択 し て ほ し い 」  

3 - 2 「 自 由 社 、 育 鵬 社 を 採 択 し て ほ し い 」  

3 - 3 「 育 鵬 社 を 小 中 で 使 っ て ほ し い 。 謝 礼 問 題 不 正 の 会 社 が

作 っ た 教 科 書 を 利 用 し て は い け な い 。 歴 史 を き ち ん と 継

承 す る こ と で 日 本 人 が 学 び 続 け ら れ る 。 」  

3 - 4 「 （ 自 由 社 や ） 育 鵬 社 の 教 科 書 を 使 用 し て い る 学 校 が 少  

な い の で 、 公 正 な 採 択 を す る こ と 」  

3 - 5 「 自 虐 的 な 記 述 の 多 い 東 京 書 籍 の 採 用 は や め て ほ し い 。

東 京 書 籍 は 謝 礼 問 題 で 不 正 が あ り 、 採 択 し て は い け な  

い （ 一 定 期 間 採 択 を 控 え て ほ し い ） 。 」  

3 - 6 「 三 省 堂 、 光 村 図 書 出 版 、 教 育 出 版 、 東 京 書 籍 は 採 択 し     

な い こ と 。 」  

3 - 7 「 刑 事 事 件 や 歴 史 的 事 実 誤 認 表 記 の あ っ た 東 京 書 籍 、 帝    

国 書 院 、 大 日 本 図 書 を 候 補 に 入 れ な い こ と 。 」  

3 - 8 「 東 京 書 籍 、 帝 国 書 院 、 大 日 本 図 書 を 候 補 に 入 れ な い も  

し く は 刑 事 事 件 や 歴 史 事 実 誤 認 表 記 と い う 過 去 の 事 実 も  

資 料 に 明 記 し 、 公 正 ・ 公 平 な 教 科 書 を 採 択 す る こ と 。 」  

 

 

４  特 定 の 内 容 （ 包 括 的 性 教 育 等 ） に 関 す る も の  

  

4 - 1 「 包 括 的 性 教 育 、 性 自 認 を 曖 昧 に す る よ う な 誘 導 を 行 う  

内 容 、 必 要 以 上 に 性 に 関 す る 行 為 を 指 導 す る 内 容 を 削 除  

す る こ と 」  
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大項目

④包括的

性教育等

に関する

もの

小項目

①ー①

教科書展示会

の開催につい

て更なる周知

をはかること

①ー②

教科書展示会

の開催時間を

延長すること

①ー③

教科書展示会

で撮影を可と

すること

①ー④

展示した教科

書の内容を、

インターネッ

トに行政責任

のもと公表す

ること

①ー⑤

展示会でのア

ンケート採用

の基準にして

ほしい

①ー⑥

より多くの公

的機関や商業

施設での開催

をしてほしい

①ー⑦

法定展示以外

にも独自の展

示会を開催

し、保護者・

住民等の意見

を広く募集す

ること

①ー⑧

教科書展示会

を各学校で

行ってほしい

②ー①

あらゆる過程

において公開

性を徹底する

こと

②ー②

実際に教科書

を使用する教

員の意見を最

大限尊重する

こと

②ー③

調査研究委員

会等に現場の

教員を配置

し、その意向

を報告書に反

映すること

②ー④

教育長・教育

委員が詳細に

把握出来るよ

う、資料の作

成方法を改善

すること

②ー⑤

作成する資料

は、（他自治

体の事例を研

究して）採択

権者が数値

データで判断

（数値化）で

きるように一

層充実するこ

と

②ー⑥

採択前の調査

研究段階で、

特定の教科書

について推薦

などをしない

こと

②ー⑦

採択は、教育

委員の説明責

任を明確にす

る方法で行う

こと

③ー①

令和書籍、自

由社、育鵬社

を採択してほ

しい

③ー②

自由社、育鵬

社を採択して

ほしい

③ー③

育鵬社を小中

で使ってほし

い

謝礼問題不正

の会社が作っ

た教科書を利

用してはいけ

ない

歴史をきちん

と継承するこ

とで日本人が

学び続けられ

る

③ー④

（自由社や）

育鵬社の教科

書を使用して

いる学校が少

ないので、公

正な採択をす

ること

③ー⑤

自虐的な記述

の多い東京書

籍の採用はや

めてほしい

東京書籍は謝

礼問題で不正

があり、採択

してはいけな

い（一定期間

採択を控えて

ほしい）

③ー⑥

三省堂、光村

図書出版、教

育出版、東京

書籍は採択し

ないこと

③ー⑦

刑事事件や歴

史的事実誤認

表記のあった

東京書籍、帝

国書院、大日

本図書を候補

に入れないこ

と

③ー⑧

東京書籍、帝

国書院、大日

本図書を候補

に入れない、

もしくは刑事

事件や歴史事

実誤認表記と

いう過去の事

実も資料に明

記し、公正・

公平な教科書

を採択するこ

と

④ー①

包括的性教

育、性自認を

曖昧にするよ

うな誘導を行

う内容、必要

以上に性に関

する行為を指

導する内容を

削除すること

議案第９号 〇 〇 〇 〇 〇

議案第10号 〇

議案第11号 〇 〇

議案第12号 〇 〇 〇 〇

議案第13号 〇 〇 〇

議案第14号 〇 〇 〇

議案第15号

議案第16号 〇

議案第17号 〇 〇

議案第18号 〇 〇

議案第19号 〇 〇

議案第20号 〇 〇

議案第21号 〇 〇

議案第22号 〇 〇

議案第23号 〇 〇

議案第24号 〇 〇 〇 〇 〇

議案第25号 〇 〇

議案第26号 〇

議案第27号 〇

議案第28号 〇

議案第29号 〇

議案第30号 〇

議案第31号 〇

議案第32号 〇

議案第33号 〇 〇

議案第34号 〇 〇

議案第35号 〇 〇

議案第36号 〇 〇

議案第37号 〇 〇 〇

議案第38号 〇 〇

議案第39号 〇 〇

議案第40号 〇 〇

議案第41号 〇 〇

議案第42号 〇 〇

議案第43号 〇

議案第44号 〇 〇

議案第45号 〇 〇 〇 〇

議案第46号 〇 〇

議案第47号 〇 〇

議案第48号 〇 〇

議案第49号 〇

議案第50号 〇 〇

議案第51号 〇

議案第52号 〇 〇

議案第53号 〇

議案第54号 〇 〇

議案第55号 〇

議案第56号 〇

議案第57号 〇 〇

議案第58号 〇

議案第59号 〇 〇

①教科書展示に関すること ②調査段階（調査委員／資料の内容）や選定（事前推薦）、採択権者に関するもの ③特定の教科書発行者に関するもの
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大項目

④包括的

性教育等

に関する

もの

小項目

①ー①

教科書展示会

の開催につい

て更なる周知

をはかること

①ー②

教科書展示会

の開催時間を

延長すること

①ー③

教科書展示会

で撮影を可と

すること

①ー④

展示した教科

書の内容を、

インターネッ

トに行政責任

のもと公表す

ること

①ー⑤

展示会でのア

ンケート採用

の基準にして

ほしい

①ー⑥

より多くの公

的機関や商業

施設での開催

をしてほしい

①ー⑦

法定展示以外

にも独自の展

示会を開催

し、保護者・

住民等の意見

を広く募集す

ること

①ー⑧

教科書展示会

を各学校で

行ってほしい

②ー①

あらゆる過程

において公開

性を徹底する

こと

②ー②

実際に教科書

を使用する教

員の意見を最

大限尊重する

こと

②ー③

調査研究委員

会等に現場の

教員を配置

し、その意向

を報告書に反

映すること

②ー④

教育長・教育

委員が詳細に

把握出来るよ

う、資料の作

成方法を改善

すること

②ー⑤

作成する資料

は、（他自治

体の事例を研

究して）採択

権者が数値

データで判断

（数値化）で

きるように一

層充実するこ

と

②ー⑥

採択前の調査

研究段階で、

特定の教科書

について推薦

などをしない

こと

②ー⑦

採択は、教育

委員の説明責

任を明確にす

る方法で行う

こと

③ー①

令和書籍、自

由社、育鵬社

を採択してほ

しい

③ー②

自由社、育鵬

社を採択して

ほしい

③ー③

育鵬社を小中

で使ってほし

い

謝礼問題不正

の会社が作っ

た教科書を利

用してはいけ

ない

歴史をきちん

と継承するこ

とで日本人が

学び続けられ

る

③ー④

（自由社や）

育鵬社の教科

書を使用して

いる学校が少

ないので、公

正な採択をす

ること

③ー⑤

自虐的な記述

の多い東京書

籍の採用はや

めてほしい

東京書籍は謝

礼問題で不正

があり、採択

してはいけな

い（一定期間

採択を控えて

ほしい）

③ー⑥

三省堂、光村

図書出版、教

育出版、東京

書籍は採択し

ないこと

③ー⑦

刑事事件や歴

史的事実誤認

表記のあった

東京書籍、帝

国書院、大日

本図書を候補

に入れないこ

と

③ー⑧

東京書籍、帝

国書院、大日

本図書を候補

に入れない、

もしくは刑事

事件や歴史事

実誤認表記と

いう過去の事

実も資料に明

記し、公正・

公平な教科書

を採択するこ

と

④ー①

包括的性教

育、性自認を

曖昧にするよ

うな誘導を行

う内容、必要

以上に性に関

する行為を指

導する内容を

削除すること

議案第60号 〇

議案第61号 〇 〇

議案第62号 〇 〇

議案第63号 〇 〇

議案第64号 〇 〇

議案第65号 〇 〇

議案第66号 〇 〇

議案第67号 〇 〇

議案第68号 〇 〇 〇

議案第69号 〇 〇

議案第70号 〇 〇

議案第71号 〇 〇 〇 〇

議案第72号 〇 〇

議案第73号 〇 〇

議案第74号 〇 〇

議案第75号 〇 〇

議案第76号 〇 〇

議案第77号 〇 〇 〇

議案第78号 〇 〇

議案第79号 〇 〇

議案第80号 〇 〇

議案第81号 〇

議案第82号 〇 〇 〇

議案第83号 〇 〇 〇

議案第84号 〇 〇

議案第85号 〇 〇

議案第86号 〇 〇

議案第87号 〇 〇

議案第88号 〇 〇

議案第89号 〇 〇

議案第90号 〇 〇

議案第91号 〇 〇

議案第92号 〇 〇

議案第93号 〇 〇

議案第94号 〇 〇

議案第95号 〇 〇

議案第96号 〇 〇

議案第97号 〇

議案第98号 〇

議案第99号 〇

議案第100号 〇 〇 〇

議案第101号 〇 〇

議案第102号 〇

議案第103号 〇 〇

議案第104号 〇

議案第105号 〇 〇

議案第106号 〇 〇

議案第107号 〇 〇

議案第108号 〇 〇 〇 〇 〇

議案第109号 〇 〇 〇 〇

議案第110号 〇 〇

①教科書展示に関すること ②調査段階（調査委員／資料の内容）や選定（事前推薦）、採択権者に関するもの ③特定の教科書発行者に関するもの
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令和７年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針について                            

  

１  採択対象教科用図書  

(1)中学校用教科用図書 (令和７年度使用 ) 

(2)学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（令和７年度使  

用）  

 

２  採択期間  

令和６年８月３１日まで  

 

３  採択方法  

(1) 千葉市教科用図書選定委員会設置要綱に基づき、教科用図書選定

委員会及び専門調査員会を設置し、教科用図書に係る調査研究及び

選定（以下「調査研究等」という）を行う。  

(2) 前記専門調査員会を組織する専門調査員は、教科用図書について

識見を有する校長、教頭又は教員のうちから教育委員会が委嘱する。

なお、十分な調査研究を行うため、所要の人数を委嘱するものとす

る。  

(3) 教科用図書選定委員会における調査研究等の報告を受け、教育委

員会が、令和７年度使用教科用図書の採択を行う。  

 

４  教科用図書の内容に関し、考慮すべき事項  

令和７年度に市立義務教育諸学校において使用する教科用図書につ

いては、千葉県教育委員会の通知、「選定資料」及び「選定資料作成の

基本的観点」をもとに、千葉市の児童生徒及び地域性への適合等を勘

案し、採択を行う。  

 

５  情報公開  

採択の透明性及び公正確保の観点から、採択事務の終了する令和  

６年９月１日以降、採択に係る資料を公開する。  
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   令和７年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について  

  

１  採択対象教科用図書  

高等学校用教科用図書（令和７年度使用）  

 

２  採択期間  

令和６年８月３１日まで  

 

３  採択方法  

 (1) 校長は、校内において研究会を開催するなど教科用図書の調査研

究を行い、選定が慎重かつ公正に行われるようにする。  

 (2) 選定に当たっては、令和７年度使用教科書目録に登載されている

もののうちから、文部科学省が収録した「教科書編修趣意書」等を

活用し、十分な調査研究を行い、選定を行う。  

 (3) 校長の選定に基づき、教育委員会が令和７年度使用教科用図書の

採択を行う。  

 

４  教科用図書の内容に関し、考慮すべき事項  

令和７年度に市立高等学校において使用する教科用図書については、

千葉県教育委員会の通知等をもとに、地域や学校の実態、課程や学科

の特色、生徒の心身の発達段階及び特性を勘案する。  

 

５  情報公開  

採 択 の 透 明 性 及 び 公 正 確 保 の 観 点 か ら 、 採 択 事 務 の 終 了 す る 

令和６年９月１日以降、採択に係る資料を公開する。  
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千葉市指定文化財候補 

大舟
おおふね

の飾り幕
かざりまく

 

 

１ 種別 

   有形民俗文化財 

２ 員数 

   １枚 

３ 所有者 

   寒川神社（千葉市中央区寒川町１丁目 123番地） 

４ 所在地 

   千葉市中央区亥鼻 1-6-1（千葉市立郷土博物館内） 

５ 適用基準 

   本市の歴史上重要なもの 

６ 法量 

幅 78㎝、全長 1,540㎝ 

７ 時代 

   嘉永３年（1850） 

８ 説明 

    千葉市地域文化財「寒川神社の御浜下り」の由来となる「千葉妙見の祭礼」の中

で用いられた舟形の山車「結城舟（寒川舟）」に飾り付けられたとされる幕。緋羅紗

と木綿地の袷仕立てで、幕の中央部で２枚を縫い合わせ、左右に九曜紋と月星紋に

瑞雲、竹に虎、岩に砕ける波が、幕端には「寒川村氏子中」の文字が、切付や刺繍で

表現されている。裏地には、嘉永 3 年（1850）の制作であること、飾り幕を新調す

るに至った経緯、それに携わった寒川村の村方三役の姓名や由来が墨書きされてい

る。 

    各図柄の表現に適した刺繍技法を採用するなど、高度な技術を駆使して制作され

ていること、制作年代、制作の経緯や費用捻出の方法が明らかであること、本来祭

礼時の使用により経年劣化しているはずの羅紗織物がほぼ完形で伝えられているこ

とは希少である。さらに、単に祭具というだけではなく、往時の千葉妙見の祭礼や

信仰の具体的な姿を伝え、また地域の歴史とも深く結びつく大変貴重な文化財であ

る。 

参考文献：小澤清男「寒川神社に伝来する『大舟の飾り幕』について」 

（千葉市立郷土博物館『研究紀要』第 6号） 
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「下総国千葉郷妙見寺大縁起絵巻」（歓喜寺

（福島県）蔵 寛文２年（1662）非公開）に

描かれた「結城舟（寒川舟）」 

九曜紋に瑞雲 月星紋に瑞雲 

竹に虎 

岩に砕ける波 
「寒川村氏子中」 
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千教文第３７６号 

令和６年３月２８日 

 

千葉市文化財保護審議会 

会長  小関  悠一郎 様 

 

 

 

                             千葉市教育委員会 

                            教育長 鶴岡 克彦 

 

 

 

千葉市指定文化財の指定について（諮問） 

 

 

千葉市文化財保護条例（昭和３３年千葉市条例第１８号）第６条の規定に基

づき、下記について諮問します。 

 

 

記 

 

 

１ 千葉市指定文化財の指定   １件 

 

 

２ 諮 問 案 件       大舟の飾り幕 

（有形民俗文化財） 
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